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見附市農業委員会総会議事録 

 

1. 開催日時 令和５年 9 月 25 日（月） 午後 3 時 

2. 開催場所 見附市役所 ４階 大会議室 

3. 出席委員  １１名  

   １番 齋藤高央 ２番 渡邊和明 ３番 佐藤徹 

   ４番 小林平仁 ５番 三本友子 ６番 齋藤義夫 

   ７番 関谷常夫 ９番 髙橋行雄 １０番 小杉義光 

   １１番 櫻井政志  

4. 欠席委員  2 名 三沢孝喜、山田久栄 

5. 議事日程 

 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 日程第２ 報告１号 農地法第５条の規定による転用届出の受理について 

 日程第３ 議第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可について 

  議第２号 農地法第４条の規定による許可申請の許可について 

  議第３号 農地法第５条の規定による許可申請の許可について 

6. 農業委員会事務局職員 

  局長 北村保 次長 伴内美和 係長 韮澤亜紀子 

 

7. 会議の概要 

 （午後 3 時 開会） 

 

議 長 

（関谷会長） 

 

ただ今から、令和５年 9 月の農業委員会総会を開会いたします。本日は、

欠席委員 2 名、三沢委員、山田委員より欠席の報告がありました。現在

の出席委員は、１0 名でございます。よって、総会は、成立しております。

招集案内により出席していただいている、農地利用最適化推進委員にお

かれましては、地域の議案もありますので、意見等ありましたら積極的

な発言をお願いいたします。 

はじめに、議事録署名委員の指名でございますが、議席番号順となって

おります。議席番号、8 番 三沢委員 の欠席により、9 番 高橋行雄委

員と 10 番 小杉義光委員の２名にお願いします。 

 

議 長 

（関谷会長） 

 

報告に入ります。「報告第１号 農地法第５条の規定による届出につい

て」事務局より報告願います。 
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事務局 

（伴内次長） 

 

報告第１号「農地法第５条の規定による転用届出の受理について」報告

します。 

1 番、申請地目は畑、面積 268 ㎡です。転用目的は住宅建築敷地、権利種

別は売買による所有権移転です。 

２番、申請地目は畑、面積 274 ㎡です。転用目的は宅地分譲敷地、権利

種別は売買による所有権移転です。 

1 番、2 番ともに市街化区域内にある農地で住宅地の中に位置しており、

周辺地域に与える影響はないものと考え、審査の結果、適法な届出であ

ると認められましたので受理したものです。報告は以上です。 

 

議 長 

（関谷会長） 

 

事務局からの報告が終わりました。質問、意見はありませんか。 

（「ありません」の声） 

質問、意見がありませんので、これで報告を終わります。 

 

議 長 

（関谷会長） 

 

議事に入ります。 

「議第 1 号 農地法第３条の規定による許可申請の許可について」上程

します。「議第１号」について、事務局より説明願います。 

 

事務局 

（韮澤係長） 

 

「議第 1 号 農地法第３条の規定による許可申請の許可について」説明

します。 

農地法第３条による所有権移転です。申請地目は畑、面積は 79 ㎡です。 

申請の農地は、譲渡人の自宅から離れており、譲受人の自宅に隣接して

います。譲受人は、畑を耕作しており、取得する農地も含め畑として耕作

の予定です。譲渡人の希望もあり話し合いがまとまり、農地を取得する

ものです。 

この申請については、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件

を満たしていると考えます。説明は以上です。 

 

議 長 

（関谷会長） 

事務局の説明が終わりました。「議第 1 号」について、地区担当委員の池

田委員より補足説明をお願いします。 

 

池田委員 

 

9 月 18 日に、譲渡人、譲受人の 3 人で現地確認をいたしました。 

譲受人のお父様が生前、農地を売買するということで譲受人と覚書が交

わされていた農地で、今年 4 月に譲渡人が農地を相続したことを機に売

買を行うものです。譲受人は、畑を耕作されており管理もきちんとされ

ていますので問題ないと考えます。 
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議 長 

（関谷会長） 

事務局、地区担当委員の説明が終わりました。質問、意見はございません

か。 

（「ありません」の声） 

質問、意見がございませんので、採決に入ります。「議第 1 号」について、

原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認め、原案のとおり決定します。 

 

議 長 

（関谷会長） 

 

次に、「議第 2 号 農地法第４条の規定による許可申請の許可について」

上程します。それでは「議第２号」について、事務局より説明願います。 

 

事務局 

（伴内次長） 

 

議第２号「農地法第４条の規定による許可申請の許可について」説明い

たします。 

申請地の登記地目は畑、筆、面積合計 159 ㎡です。先代が倉庫を建築す

る際に、農地法の理解が十分でなく、農地転用の申請が必要なことを失

念したまま倉庫を建築し、もう 1 筆は庭敷地として使用しており、現在

に至ります。令和 2 年に今回申請者が相続し、土地を調査したところ農

地であることが判明し、許可申請が提出されたものです。 

申請地は市外化調整区域内にある農用地区域外の農地で住宅が連たんし

ている第 3 種農地と判断されます。申請地については地元農家組合長か

ら農地転用に関して支障がない旨の同意書が出されており、周辺の農地

に与える影響はないものと考えられます。説明は以上です。 

 

議 長 

（関谷会長） 

 

事務局の説明が終わりました。「議第２号」について、地区担当委員の小

杉委員より補足説明をお願いします。 

小杉委員 

 

9 月 19 日に現地確認いたしました。 

1 番は、相続登記をしようとしたところ申請が正しくされていない事が

わかりました。住宅の先にある場所は、住宅が現在無人の状態であり、草

が生い茂っている状況です。またもう 1 筆は、以前は建築物が立ってい

ましたが現在は撤去されており、基礎の部分とコンクリートの形がその

まま残っている状態です。地元の組合長さんからも問題ないと聞いてお

ります。 

 

議 長 

（関谷会長） 

事務局、地区担当委員の説明が終わりました。質問、意見はございません

か。 
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 （「ありません」の声） 

質問、意見がございませんので、採決に入ります。「議第 2 号」について、

原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認め、原案のとおり決定します。 

 

議 長 

（関谷会長） 

 

次に、「議第 3 号 農地法第５条の規定による許可申請の許可について」

上程します。それでは「議第 3 号」について、事務局より説明をお願い

します。 

 

事務局 

（伴内次長） 

 

議第３号「農地法第５条の規定による許可申請の許可について」説明い

たします。 

申請地の登記地目は田、面積３９㎡です。 

転用目的は通路敷地で、公道から自宅への往来に自己所有地のみでは幅

員が狭く不便を解消したいと、譲渡し人と申請地について所有権移転の

協議が整い許可申請が出されたものです。申請地は都市計画区域外で、

かつ農用地区域外の農地で住宅が連たんしている第 3 種農地と判断され

ます。また地元農家組合長から農地転用に関して支障がない旨の同意書

が出されており、周辺の農地に与える影響はないものと考えられます。 

説明は以上です。 

 

議 長 

（関谷会長） 

 

事務局の説明が終わりました。「議第 3 号」について、地区担当委員の小

林平仁委員より補足説明をお願いします。 

小林委員 

 

譲受人は、数年前に他県から移住されてきた方で、昨年度に移住のため

の農地付き空き家で農地の取得をされた方です。住宅敷地が市道から約

50m 引っ込んでおり私道を利用しているが、不便なため一部の土地を譲

り受け道路として整備したいというものです。農家組合等の承諾も得て

おり問題はないと考えます。 

 

議 長 

（関谷会長） 

 

事務局、地区担当委員の説明が終わりました。質問、意見はございません

か。 

（「ありません」の声） 

質問、意見がございませんので、採決に入ります。「議第 3 号」について、

原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 
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異議なしと認め、原案のとおり決定します。 

 

本日の日程は全て終了いたしました。以上で、令和５年 9 月の農業委員

会総会を閉会いたします。 

 

  

（午後 3 時 15 分 閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事録に相違ないものと認め、ここに署名致します。 

 

 議 長                 

 署 名 委 員                 

 署 名 委 員                 

 議事録調製者（係長）                 

 

 


